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などと、強力な反対意見もあります。特に、評議

会の選挙を控えた今、この問題を争点として反対

票を組織しようとする政党や政治家の露骨な動き

が見られるとのことです。なお、政府はこの判決

を不服として上告すると伝えられています。

以下に外国人家事労働者の主張を支持する

NGOな どの共同声明を紹介 します。

□ 永住勧 倒 脚 跛

香港で働 くフィリピン人家事労働者 3人が、香

港での永住権を求めて起こした裁判で9月 30日 、

労働者の主張を認める判決が出されました。

香港には現在 292,000人の外国人家事労働者が

働いていると言われます。その大半は女性で、フ

ィリピン人とイン ドネシア人が各 14万人前後で

拮抗し、他にタイ、ネパール、イン ド、パキスタ

ン、スリランカの出身者がいます。香港は 1970

年代半ばから外国人家事労働者を受け入れており、

独自の規定によつて一定の範囲で労働者としての

権禾Jを認めてきました。

香港の入国管理部は、継続 して 7年以上香港に

居住 した外国人に対し、永住権を請求する資格を

与えていますが、家事労働者は特別にその規定か

ら除外されています。今回の判決は他の外国人に

与えられた権利を家事労働者には否定し除外する

ことは、香港の憲法に当たる “基本法"に反する

としたのです。現在香港に 7年以上居住 している

家事労働者は 117,000人お り、今回の判決は外国

人家事労働者にとつて画期的なものとなりました。

裁判を起こした 3人のうちの 1人、Evangehne

Banao Vattjosさ んは、 1986年以来、 香港で家

事労働者として働いてきました。規定に従つて 2

年契約を更新しながら 20年以上香港に居住し、

2008年に入国管理部に永住権を申請して却下さ

れ、昨年裁判所に提訴しました。

判決の日は、大勢の支援者が裁判所に駆けつけ

勝利を喜びましたが、香港の政治家や市民の中に

は、外国人家事労働者に永住権を認めれば定住者

が急増し、失業問題を引き起こし財政を圧迫する

高等裁判所の前で勝利判決を喜ぶ支援者たち (提供Ⅸ田め

労働者に尊厳を :差別にノーと言おう

居住の権利のためにたたか う外国人ヘルパー

を支援する市民組織による共同声明

私たちは地元の市民組織のグループです。数人

の外国人家事ヘルパーが香港の裁判所に対 して居

住の権利を求めている一方、彼らの名前と評判は

今年の選挙で政治的な優勢を得ようとしている特

定の政治家たちによつて中傷されています。私た

ちは、このような状況を利用しようとする行動に

深い憤 りを感 じます。

現行法は外国人家事ヘルパーを差別している

現行法によれば、合法的な書類を持ち香港で 7

年以上働いた非中国籍者は、香港の永住許可を入



国管理部長に提出する資格があります。 しかし入

管規則は、外国人家事ヘルパーをその適用から除

外しています。そのため彼 らは根強い差別とその

仕事の性質から来る権禾1剥奪に苦しんでいます。

私たちは法的手段によつて永住権を求めてたた

かう外国人家事ヘルパーの基本的な権利を尊重し

なければなりません。いくつかの政党と立法評議

会のメンバーは、多数の外国人家事ヘルパーとそ

の家族が、彼らに都合のよい司法上の見直しによ

つて香港の永住者になれば、香港社会に財政上の

負担増を招くことになる、と主張しています。

私たちは、そのような主張は政府の差別的な政

策を反映しており、民族差別を助長 し、その結果、

恐れられ分断された社会になるだけだと考えます。

こうした主張はきわめてばかげた無責任なもので

す。私たちは市民の皆さんに対 し、このような身

勝手で恥知らずな嘘を排除することを訴えます。

私たちは法的手段によって居住権を求めてたた

かう外国人家事ヘルパーの権利を尊重します。政

府に対 し、直ちに判決を実行するよう要求します。

また入国管理部に対し、中核的価値の 1つ として

の平等を反映するために、永住権の申請に対して

外国人家事労働者と香港で働いている非中国籍の

人々を平等に扱 うよう要求します。

香港政庁は外国人家事ヘルパーに対する差別の最

大の犯罪者

居住権の論争は、外国人家事ヘルパーが直面し

ている数ある差別のうちの一つです。他にも彼ら

を差別 している法律があります。たとえば、悪名

高い “2週間条項"は、前雇用主との契約が終了

すると2週間以内に新しい雇用主を見つけなけれ

ばならず、さもなければすぐに香港を去らなけれ

ばなりません。最低賃金規定もこのような外国人

家事労働者に保護を与えていません。家事ヘルパ

ーのための最低賃金を決める際に、労働組合や市

民組織に意見を開くことはありません。最後にも

う1つ重要なことは、外国人家事ヘルパーが、送

還されないよう新 しい仕事を見つけるために多額

のお金 (月 給の 10倍にも及ぶ)を職業斡旋会社

に払わなければならないということに、政府はま

つたく監視の目を向けていないことです。

私たちは、外国人家事ヘルパーは、この土地で

働 く非中国籍の人々として、香港社会とその経済

発展に非常に大きな貢献をしていると考えます。

香港の女性たちはこのような外国人家事ヘルパー

が家族の世話を引き受けてくれるおかげで労働市

場に進出しています。男性と女性の両方が稼ぎ手

となることができ、社会的な所得と消費が増大し、

香港経済に利益を与えています。しかし、彼女た

ちが正式に、法的手段で平等に扱われることを要

求してたたかおうとすると、政府は無関心を装い、

むしろ契約期間を短くすると脅かしてさえいます。

ある政党と政治家たちは、政治的な利益を得ると

いう悪意のある意図を持って、この権利を求める

人々の名前を故意に排除し評判を落とし、中傷し

ています。

香港の成功は、異なる文化を取り入れることで成

し遂げられた

国際都市としての香港の成功は、決して地元の

人たちだけの貢献によるものではありません。文

明化し繁栄した社会は、国籍や人種の異なる人々

との対等な関係によって築かれました。私たちは

外国人家事ヘルパーを家族の一員として、また共

同のパー トナーとして待遇している雇用主を高く

評価します。人権の尊重と異なるコミュニティの

包含は香港の安定と繁栄の基本であると信じます。

私たちは以下のことを強く要求します

1、 政党と立法評議会のメンバーは、事実をゆが

め、社会的に分裂を起こすような演説を直ちに

やめること。彼らはすべての香港市民と外国人

家事ヘルパーに対し、そのような演説を行つた

ことを謝罪すべきである。

2、 政府は、外国人家事ヘルパーに対するすべて

の差男1的な法律の見直し及び修正のためのスケ

ジュールを決めること。そして彼女たちのすべ

てが非中国籍の労働者との平等な待遇を享受で

きるよう保証すること。

3、 政府は、外国人家事ヘルパーの権利を守り、

彼女たちが適正な賃金を受けとれるように、不

法な行為をしているすべての職業斡旋業者を直

ちに告発すること。

2011年 8月 15日

香港女性労働者協議会 (Ⅱ
―

A)、 アジア労

働資料センター tAMRC)な ど女性団体やキリ

ス ト教団体などを含む 18組織



学麒ヨF正規職の賃金と拠遇改善

を求める韓国廿性労働組8

さる7月 5日 、韓国女性労働組合 (I釦ぼU)は、

学校非正規職処遇改善要求集会と対策作成討論会

を開いた。要求集会では、今年初めに教育科学技

術部が発表 した「2011年度学校職員待遇改善案」

の問題点を糾弾し、来年度に適用される賃金体系

を学校非正規職の現実を反映しきちんと作れとい

う抗議の集会となつた。

教育科学部の発表は、学校現場で始終発生して

いる雇用不安に対する問題、勤労日数、経歴未認

定、福利厚生の差別問題など山積 している懸案に

対する言及は一つもなかった。

給食室～l日 に象 1頭を 2度持ち上げる

学校現場からの報告の中で、給食支部組合員は

“給食室の温度は平均 40度 を上下し、天ぶら油

の温度は 180度を超え、1日 に給食室で持ち上げ

る労働強度を重さに換算すれば象 1頭を2度持ち

上げる量に匹敵する"と 言い、学校現場の劣悪な

勤労環境を告発した。科学実験支部組合員は、教

育科学部の無責任な押しつけ政策に学校非正規職

たちが悩み苦しんでいるのだから 1日 も早く確実

な対策を作るべきだと主張した。

大会参加者は、教育現場での非教育的な構造を

政府が先頭に立って撤廃 していくこと、正規職と

同一の賃金体系作成、全ての学校経歴が認定され

る号俸制導入、週 5日 授業制全面施行による土曜

日有給化、職種男1職務による手当新設、食費 0交

通費・家族手当新設、正規職との福利厚生差別解

消、教育長直契約で統一的な管理体制、学校で働

く全職種を包括した待遇改善などを要求する決議

文を採択した。

帥 は、全国の学校非正規職を対象に広範囲

に質問調査と聞き取り調査を行つた。5月 の 1か

月間に、地域支部を通 して約 2000余部を回収 し

韓国労働社会研究所に分析と研究を依頼した。

この日の対策作成討論会では、この調査結果を

もとに、労働社会研究所研究室長から問題提起が

あり、学校非正規職の改善課題について次のよう

な提案が出された。

学校非正規職の賃金水準は他と比較 しても著し

く低い。正規職と異なつた賃金体系によつて賃金

格差と低い賃金を持続させている。学校長によっ

て毎年年俸基準日数が違つて策定され、同じ職種

なのに学校 ごとに賃金が異なり、勤務経歴が全く

賃金に反映されず毎年月給は全く同じである。

年俸制である今の学校非正規職の賃金体系を廃

止 し勤務経歴を反映した賃金体系を作ることが最

も緊急の課題である。低い賃金を引き上げるため

には号俸制導入と各種手当て、職種別手当支給な

ど正規職に準じた賃金体系にする必要がある。

2010年 3月 基準の学校非正規職現況を見ると、

総数 104,733名 でその内無期契約職は 54,951名

そして 49,782名 が非無期契約職である。

雇用不安を解消するためには、まず、学校を移

動 しても移転学校経歴を全て認定してもらうよう

にしなければならない。雇用不安の主要原因は「学

校統廃合、学生数減少による仕事場消滅の可能性」

であり、このような雇用不安要因は個人の力で解

決できることではない。

第 2に、雇用関係における使用者を学校長では

なく教育長に転換 しなければならない。現在は学

校長の権限で採用並びに解雇などが可能であり、

このことは学校非正規職に対する雇用不安の要因

として作用 している。

学校現場は勤労基準法の死角地帯

学校非正規職は、多くの問題に直面している。

第 1に、休 日や休暇の使用が自由に出来ない。

開校記念日、裁量休業日、遠足日、運動会の有給

に関する処理も問題が多い。

第 2に母性保護に対する対策が十分でない。出

産体暇や育児休職 も代替者がいないため休めない。

第 3に学校現場で暴言とセクハラが蔓延 してい

る。とくに校長からのケースが多数を占めている。

第 4に産業災害申請がきちんとなされていない。

申請すると再契約に影響がないか心配である。

第 5に退職金制度の不法運営がある。勤労者の

選択によらず中間精算を強制されることがある。

岬 学校非正規職の組合員たちは、討論会や

政府交渉、関連機関との意見交換などを通 してこ

れらの問題に根気強く取り組んできた。今年は必

ず現実的な賃金体系改善と待遇改善を成 し遂げよ

うと主張して終了した。(韓国女性労働者会「働く

女性」夏号から抄訳、翻訳 :小池恵子 )



ビス産業に働くアジアの女性 (1)

カンポジアの “ビアガーノじ"

(上)あいまいな契約、激しい競争

世界的な経済危機はカンボジアの観光産業や衣

料産業、建設部門に大きなダメージを与えた。過

去 16カ月で数万人の人々が仕事を失い、あるい

は以前より収入が減つた。

女性たちは、経済において非常に重要な役割を

果たしてきたが、その多くが低賃金で搾取されて

きた。女性は農業の仕事をし、生鮮食料市場を仕

切 り、小さな行商や店舗を開いている。その頂点

で彼女たちは家事。育児のほとんどを担つている。

女性たちはまた、輸出産業において労働力の大

多数を形成 している。この 10年間、衣料産業は

カンボジア最大の輸出産業であり 40万人の労働

者を雇用 してきたが、その多くは若い農村の女性

である。賃金はとても低く、女性たちは何とかや

りくりしながら、収入のうちのいくらかを、貧困

にあえいでいる農村の家族に送らなければならず、

生存さえ危ぶまれる状態だ。

しかし、世界的な経済危機以来、51,000人 の衣

料労働者が仕事を失い、観光産業や接客業や建設

業では大量のレイオフが起こつた。数万人の女性

が低賃金から無賃金になつた。その後の選択肢は

ほとんどなく、女性たちは低賃金の接客業やその

他のサービス部門の仕事に変わつていく。それは

娯楽産業といわれるもので、ビールの販売促進や

カラオケレス トランの労働者になることである。

このような仕事は観光産業に貢献しており、 トゥ

ク トゥク (オー ト三輪タクシー)の ドライバーや

その他小零細なサービス業など関連するインフォ

ーマル雇用の増加を刺激してきた。

若い女性を引きつける仕事

“ビール販促女性"は、カンボジアでは比較的

新 しい現象である。彼女たちの仕事はビールその

他アルコール類の特定ブランドを勧めることであ

り、ビアガーデンや レス トラン、個人的なパーテ

ィや宴会等で働いている。ビール会社によれば、

販促女性たちがビール販売の増加を促 し、とくに

彼女たちが客の傍に座って話をするのがよいと示

唆 している。4,000人以上の女性と少女たちがこ

のような仕事に従事しているg立場の弱い若い女

性や少女を引きつけているのだ。

女性にアルコールの健康被害を教える活動家 (写真 CLC)

国際的なビールプランドの激 しい競争

多くの国際的なビールがビール販促女性によつ

て市場化されている。そのブラン ドの大部分は、

アジア地域の醸造所から輸入され、地元の流通会

社を通 して販売されている。カンボジアには醸造

所はたつた 2つ しかない。カンボジア醸造株式会

社 (CBL)と 国有の醸造所であるカンブルーであ

る。CBLはタイガー、ABCス タウト、アンコー

ル、アンコール・ス トロング、クラウンビールの

ために醸造 し、販売するライセンスを持っている。

カンブルーはアンコール、バヨン、ブラックパン

サーという自社ラベルのビールを製造し、流通さ

せている。

ビールはまた、カンボジアに不法に輸入され、

必要な輸入税を払わずに販売されていることも報

告されている。ビールの不法輸入は、合法的な会

社にとって脅威 となると言われているが、不法に

輸入されるビールの総額が不明なので、合法的な

会社の醸造と販売にどのくらいのリスクを負わせ

ているのか評価は難 しい。 しかしそれは、合法的

に輸入されたブランドの販売を促進するために、

より多くの女性が必要であることを示 している。

「大金が稼げる」とリクルー ト

ほとんどすべてのビール会社は、自社の製品を

宣伝する女性販促労働者を雇つている。彼女たち

はビール会社や販売会社と契約を結んでいるが、

直接雇用とはみなされていない。 しかし、会社に

よつては労働者が最低の雇用者福利を受ける資格

を持っている場合もある(例 :医療保険への加入 )。

女性たちは一般に若く魅力的で、たいてい露出



度の高い、そして自社のビールを描いたブランド

ユニフォームを着るように言われる。彼女たちは

男性客の隣に座つておしゃべりしていることがよ

くある。そして、追加のビールをグラスに注ぎこ

み、新 しい瓶や缶を開け、冷たいビールに氷を加

え、自分でもビールを飲みながら、絶えず客に自

社ブランドのビールを飲むように勧めている。

ビール販売会社は、ちゃんと面倒見てもらつて

大金が稼げるという約束をして貧 しい家庭出身の

若い女性を雇 う。そして 1時間足らずの訓練の後、

売 り上げに応 じて支払われる乱戦の中に女性たち

を放 り込む。平均月額は 50‐55米 ドルで、生存賃

金の半分にも満たない。若い女性たちは、ビール

を売るために必要なことは何でもやれと雇用主か

ら大きなプレッシャーを受けている。それは彼女

たちが客の男たちと一緒にビールを飲まなければ

ならないということであり、夜の終わりには相当

に酔っぱらつているということを意味する。

労働条件/雇用契約

1997年の労働法は、インフラ、雇用および労働

者の処遇を管理するもつとも新 しい包括的な法律

である。3条では、“労働者"を性、国籍にかかわ

らず、他人の指揮管理の下で賃金と引き換えに働

く雇用契約にサインをしたすべての人、と規定し

ている。そのため、インフォーマル部門 (た とえ

ば路上物売 りや家事労働者)で働く人を除き、ビ

ール販促者、衣料労働者、カラオケのホステスを

含むすべての女性労働者が労働法の下で権利と福

利厚生を得る資格がある。

労働法は、労働現場での嫌がらせや虐待から女

性を守る強力な規定である。 しかし、これらの法

に対する一般の認識 と執行力は弱いかまつたく存

在 しないようである (CARE Cambodia,2005)。

労働法では、労働者と雇用主の契約を必要とし

ているが、販促労働者と雇用主の契約は今なお明

確でない。調査対象となつた労働者の 10.8%は 日

頭で、90%はそれさえもない (あ る人は、3か月

の見習い契約で 6か月、 1年 と更新を繰 り返す)。

100%の販促労働者が、ビール会社や販売会社

のためにフルタイムであるいは 1日 8時間働いて

いると言 う。一般にビール販促労働者は、午後の

早い時間に事務所に集合 しその後決められたレス

トランに連れて行かれる。残業がある場合、会社

は月当たり20米 ドルを労働者に払 う責任がある。

ビール販売促進労働者の労働時間

(AMRC/CFSWF警1ヨ燿)

労働時間 人数 %

5時間 65 64.3

7時間 14.8

10時間 21 20.7

計 101 100.0

販促女性に期待されるサービス

若い女性たちは毎晩、ブランドのユニフォーム

を着て、激 しい競争をしながらビールを販売する。

レス トランやビアガーデンでは、客がテーブル

を囲んで座っているとき、女性たちは自社ブラン

ドのビールを勧めるためにテーブルに近づき、ビ

ールの品質について宣伝 し、情報を提供 して客が

オーダーしたらそばに座ってサービスをする。

個人的なパーティでは、女性たちはホス トが選

んだものに従つて 1種類のビール、フイン、リカ

ーなどを勧める。彼女たちは客のために飲み物を

注ぎ、氷を入れ、客がいつでも飲めるようにして

おき、椅子には座 らずに客にサービスする。

もしあなたが夜にレス トランやビアガーデンに

行つたら、そこには大勢の女性がいて “私のビー

ルを飲んで"と誘ってくるだろう。時にはレス ト

ランの入 り口に立った途端に少女たちがあなたと

一緒に歩き腕を掴んで来ることもある。

彼女たちは月給や委託料から得る収入の他に、

セックスワーカーという他の役割を演 じることも

ある。すなわち、合意ができれば彼女たちは客と

一緒に寝る。セックスワーカーとして働く女性た

ちは、そうでない他の少女や女性たちの評判を傷

つける。一般に多くの人々がビール販促の仕事を

よい仕 事 だ とは見 ていない。 (つ づ く。「ASIAN
LABOUR IIPDATE(ALU)」 2010年 7月 -9月 号)

アジアは世界の製造基地 として知 られていま

す。しかし過去 10年間をみるとGDPと 労働力の

両方で、サービス産業が占める割合が増大してい

ます。アジアの経済事情や労働者の動きをモニタ

ー しているAMRC(ア ジア労働資料センター・在

香港)は、とくにサービス産業に働 く女性の実態

と組織化の試みをニュースレターfALDで紹介 し

ています。その中のいくつかを順次掲載 します。
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中国:WTO加盟の影響は?

労働者の議拓K(3)

アジア労働資料センター May Wong

第 1章 概観 :Wro加盟と労働者への影響

セイフティー・ネットの不在

失業に関する責任をすべて W「O加盟のせいに

することはもちろんできません。W「O加盟より

ずつと前に、中国の国営企業はすでに悪い状態に

なつていました。前に紹介 した Qiattian教授によ

れば、1,100万人の失業は W「O加盟によるもの

と考えられますが、それは 1996年から2002年 ま

での失業者全体の 4分の 1に相当します。WrO
加盟による失業と、経済改革の他の側面による失

業との間に明確な線を引くことは事実上困難です。

WrO加盟は市場改革全体の中心的な要素の 1つ

であつて、労働者がその改革の主要な負担を負わ

されているのだと見る方が良いでしょう。

中国政府は、W「O加盟と中国の経済改革計画

との間には非常に明確な関係があるとしています。

政府の幹部職員を対象としたパンフレットには、

「WrO加盟によつて社会主義的市場経済の完成

を加速させるようにする。」とあります。この声明

は、改革とW「Oカロ盟との関係に関する限り正し

いと言えます。その目標を達成するために、中国

政府はアメリカとEUに対し、WrOに加盟する

ための大きな譲歩を進んで行いました。そのため

に提示された条件がそのことを物語つています。

実際、中国の市場開放の範囲は驚くべきもので、

医療から教育、下水処理まで、手つかずのままの

ものは何もありません。W「O加盟はこのような

公的サービス部門を、国際法によつて輸入制限さ

れる商品に変えることを意味しています。

大量解雇は、政府が労働～今や使い捨てできる

モノとして扱われている～も含めたあらゆるもの

を商品化するように急き立てたことによつて、起

きたのです。私たちがさらに失望 したことは、中

国が何百万もの労働者の首切 りを始めたとき、社

会保障制度はまだ不十分だとわかつていたことで

す。「(WFOの )2006年 レビュー」は解雇された

労働者のセイフティー 。ネットに言及しています

が、当たっているのは半分だけです。解雇された

労働者の圧倒的多数は、一般的に前に受け取つて

いた給与の何割かにしかならない 3年間の 「待機

(下 向)」 手当に加えて、わずかな額の退職金を受

け取るだけでした。政府の役人と新 しく出現した

金持ちが著しい上昇移動に恵まれている一方で、

4,000万の労働者はひどい下降移動に直面してい

ます。

ここで (前述した)調査員の MO Rongさ んの

コメン ト「長い日でみればWFOはもつと多くの

仕事を創出するかもしれない」を思い出しますが、

それは、公式の宣伝文句をオウム返しに言つてい

るだけです。労働者の苦しみを和らげるために中

国政府はいつも「長い日でみれば良くなりますよ」

という約束で安心させています。それはケインズ

の有名な言葉 「長い日でみれば私たちは皆死にま

す」を思い出します。忘れてならないことは、金

持ちはいつでも最も有利な投資の機会が来るのを

待つことができますが、労働者の空腹は、W「O
加盟あるいは他の要因が彼らに十分な仕事の機会

を創出するまで待たせることは決 してできないと

いうことです。 したがつて市場経済の下で労働に

必要なのは社会保障であり、「長い日で見れば」仕

事が増えるという空約束ではありません。

浸透効果 (ト リックルダウン)理識の再来

失業者に仕事の機会と効果的な社会的セイフテ

ィー・ネットを提供することに関して、政府が事

前対策を取らない理由の 1つは、政府がつねに浸

透効果理論を信 じていることです。つまり経済成

長は自動的に、たとえ多少の時間の遅れがあつて

も、貧困者にも利益をもたらすのだと。あるいは

その理論の別の解釈では、民間部門やインフォー

マル部門の成長は国営部門での失業を補 うであろ

うと。これが 「2008年 レビュー」の内容でした。

アジア開発銀行発行の政策文書の中で、Felipe

と Hasanはアジアにおいて憂慮すべき傾向とし

て「この地域のほとんどの国で、90年代はその前

の 10年間に比べ、 1%ポイン トの経済成長が雇

用増の相対的低下に繋がつている」と報告 し、以

下の表 (表Ⅳ)を示しています。



表Ⅳ 雇用の伸び率

国 19804手代 1990年代

バングラデシュ 0.550 % 0.495  %

中国 0.330 0。 129

インドネシア 0.435 0.379

イン ド 0.384 0.312

韓国 0.223 0。225

マ レー シア 0.683 ・ 0.406

パキスタン 0.406 0.553

フ ィ リピ ン 0.535 0。 731

シンガポール 0.375 0。 711

タイ 0。315 0。 193

台湾 0。242 0。 139

注 :GDPl%ポ イン ト増加に対する雇用の増カロ率

中国の例が “特に示していること'

「1980年代、雇用の 1%増を引き出すには生産

高の成長率 3%が必要でしたが、1990年代に同じ

結果を達成するにはほぼ8%の成長率が必要とさ

れました。国家発展改革委員会による推計が、そ

れに関連する問題を明らかにしています。

すなわち、2006年 に国は新規参入者、国営企業

から解雇された労働者、農村からの移住者を労働

市場に吸収するためには、都市部の仕事口を約

2,5∞ 万生み出す必要があります。 しかし、都市

部では約 1,lCЮ 万しか生み出せないと予測されて

います。

2つ目に、1990年代以来の高い経済成長の記録

は、労働収入の配分と強く結びついて変化する収

支の不均衡ということに関してはがつかりさせ ら

れるものでした。その例として、1981年から2000

年の間の中華人民共和国のジニ係数はほぼ 13%

ポイン ト増を記録 していました。」

経済成長率が高くても仕事のない人のために十

分な仕事を生み出すことができないというだけで

なく、生み出される仕事の種類はますます質の悪

いものになつています。ILO(国際労働機関)が

出した 2005年の文書 「中国の雇用 :最近の傾向

と今後の課題」は、1990年から2002年の期間に

フォーマルな仕事が劇的に減少 した一方で、イン

フォーマルな仕事 (定まつた収入、社会給付およ

び雇用に対する保護がない)がわずかに上昇し、

非正規雇用が急速に増大したことを示 しています。

表Vでは、従来からのフォーマルな企業 (T)
によつて創出された仕事は 1992年に最高だつた

ところから2002年の最も低いところまで落ち込

み、45%、 すなわち 6,500万の仕事が減少 しまし

た。新 しく出現したフォーマルな企業 (EF)の仕

事は劇的に増大 しましたが、それはもともと非常

に基盤の低いレベルだつたもので、2002年までに

創出された仕事の数は 2,570万に過ぎず、Tの
仕事の消失を埋め合わせるには程遠いものでした。

小規模事業と個人事業 (EP+ES)に よつて提供さ

れたインフォーマルな仕事は、2002年には合わせ

て 4,350万でした。

1990年には全労働力の 9。4%に過ぎなかった非

正規雇用は、2002年 には全労働力の 39%を構成

し、労働者は 9,500万人にまで達しました !増大

し続ける仕事のない人たちが見つけた仕事は、主

にインフォーマル雇用と非正規雇用の成長による

ものでした。

表V 都市の形態別雇用 (単位 :100万人)

注 :

TF― 従来からのフォーマル企業 (国有と共同体所有)の

雇用

EF―新興フォーマル企業 (共同企業、合弁企業、有限責

任会社、株式会社、および香港、マカオ、台湾地区の

年 TF EF EP ES IRR ntal

1990 139.1 1.6 0.6 6.1 15.3 162.7

1991 142.9 2.2 0.7 6.9 13.7 166.4

1992 145.1 2.8 1.0 7.4 14.1 170.4

1993 143.1 5.2 1.9 9.3 22.6 12.1

1994 141,0 7.4 3.3 12.3 18.3 182.2

1995 140.4 8.7 4.9 15.6 17.0 186_4

1996 139.0 9.4 6.1 17.4 23.9 195_8

1997 135.9 10.8 7.5 19.4 30.5 204。 1

1998 107.2 16.3 9.7 22.6 56.8 212.6

1999 99.9 17.8 10.5 24.1 68.2 220.5

2000 93.3 19.3 12.7 21.4 81.3 228.0

2001 86.5 21.4 15.3 21.3 91.4 235.9

2002 79.9 25.7 20.0 23.5 95.3 244.4



居住者による投資企業を含めた外資企業)の雇用

EP― 登録された規模の小さい民間企業の雇用

ES― 登録された個人事業の雇用

IRR一非正規雇用

出典 :A.K.Ghose「 中国の雇用 :最近の傾向と今後の課

題」 (ILO:雇 用戦略局、2005年、27ページ)

農業はWro加盟の条件に沿つて開放されてき

た主要部門の 1つです。平均関税率は 17.9%か ら

15.2%に引き下げられました。とくにひどく打撃

を受けたのは穀物の生産者ですが、それは中国の

穀物は外国のものに比べて競争力が弱いからです。

そのため輸入品が急増 し、その結果穀物の自給率

がひどく下がり、Ⅵ O加盟以前の 98%から近年

は 91%になりました。これは食料保障安全基準の

95%を下回つています。農業学者の Wen Tttin

氏の推計によれば、WrO加盟は全体で 1,200万

人の農民が農村地域から離れる結果となり、その

うちのかなりの割合は都市へ移住 しなければなら

ないとい うことです。これはすでに農村から都市

に移住 している 1億 2,000万 人から 1億 5,000万

人に加えてのことです。それは労働の過剰供給を

拡大し、給料を下落させるでしょう。

1990年から2000年の間に、一方では経済成長

が十分な仕事を生み出すことができず、もう一方

では労働力の追加供給が急速に増大しました。追

加の労働力供給源は 3つあります。国営企業の解

雇者 4,000万人、新規参入の求職者が毎年 800万

人、農村からの移住者 1億 5,000万人です。その

結果として、2002年の失業率は 11-13%で した。

女性は労働市場の非正規化の中で最も弱い社会

的グループとなつています。1987年にはすでに国

営部門の規模縮小の第一波が始まり、解雇 された

労働者の 64%を女性が占めていました。 1990年

代も同様でした。

2002年 10月 、福建省ロンガイ市で、解雇され

た200人の女性労働者が「退職するには早すぎる、

性を売るほど若くはない」と書いた横断幕を掲げ

て行進 しました。解雇された後、中年女性が性労

働者として働くことが、とくに中国Jヒ部では、ご

く当たり前になっています。

(つづく。CAWネ ット・ジャパン翻訳グループ

訳。AMRC「Voices缶om Below」 より)

カルフール・インドネシア

労働組

「

A   め て ノ

IKASBI(イ ン ドネシア労働組合会議連合)か ら

の緊急要請メール】(2011年 8月 24日 )

イン ドネシア・カルフール労働組合は、2008

年以来の KASBIの加盟組合で、現在ジャカルタ

はじめ全国に 3,000人 の組合員がいます。

労働組合とカルフール・インドネシア社に働く

労働者は、8月 26日 から28日 まで全国的なス ト

ライキを行います。このス トライキは、労働協約

に関して、公正で誠実な労使交渉が失敗 したため

にやむを得ず実施するものです。会社はこれに対

抗 して、労働者に停職または解雇を警告する手紙

を送 り、組合員を脅し、差別をあらわにしました。

警告の手紙は 300人以上に送られ、26人が停職

と解雇処分を受けるという組合つぶしを狙つた冷

酷なや り方が取られました。

経営者のこのような冷酷なや り方は、2011年 3

月に契約労働者の裁判に勝利 したときから始まり

ました。私たちは労働協約の改定をずつと要求し

てきました。

イン ドネシアの最高裁判所は、この件について

判決を下し、会社に対し、契約労働者の地位を常

用労働者に変更することを命 じました。私たちは

この成功は “フレキシブルな"労働市場に対する

闘いにおけるイン ドネシアの労働運動にとって重

要な一歩となつたと確信 しています。それ以来経

営者は、労働者を脅迫し労働者の権利を侵害する

ことによつて、労働組合攻撃をし続けています。

KASBIは、カルフール・イン ドネシアの労働

者のス トライキに対し、強力で全面的な支援をし

ていきます。

<労働者の要求>
1.脅迫と抑圧、組合つぶしをやめること

2.公平、公正で誠実な労使間の労働協約を作成

すること

3.契約労働者を常用労働者にするという最高裁

の決定を直ちに実行すること

4.人権と労働者の権利を侵害する警告の手紙、

停職、解雇をすべて撤回すること
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